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税 務 相 談 会 の ご 案 内 
令和５年分所得税・消費税の確定申告書等の書類は税務署から送付さ

れません。替わりに「確定申告のお知らせ」のハガキが届きますので、

相談時にはそのハガキをお持ちください。 

申告書類が必要な方は、国税庁のホームページからダウンロードでき

ますのでご活用下さい。なお、印刷が難しい場合は、商工会にも予備を

揃えていますので、ご来会の際にお申し付けください。 

広島県央商工会職員による所得税・消費税の確定申告の相談日は下記

の日程で実施します。なお、１月中旬に個別にハガキ等でご連絡させて

頂きましたので、ご確認の上、指定相談日時にご来会頂き申告に必要な

書類をご提出ください。 

３月１日（金）以降に書類をご持参された方は、通常料金とは別に、

３，３００円（税込）を頂くこととなります。

北部会館は、２月１日（木）から３月１５日（金）まで毎日開館致し

ますのでご利用ください。 

相談日時等の変更を希望される方や日程調整が困難な方等は、恐れ入

りますが２月２日（金）までに商工会へご連絡ください。 

確定申告時期は、商工会館内の混雑が予想されることから、ご来会の

際は事前に電話にてご確認頂くなどのご協力をお願い致します。 

場所 開催期間 時間 地区 

広島県央商工会
１月２９日（月）～

２月２９日（木）

９時～ 

１６時 
河内地区 

北部会館
２月 １日（木）～

２月２９日（木）

９時～ 

１６時 

福富地区 

豊栄地区 

所得税・消費税の確定申告の税理士の相談日は下記の日程で実施します。 
場所 開催日時 地区 講師 

広島県央商工会 

２月２６日（月） 
９時～ 

１６時 

河内 

地区 

菅川 

税理士 
３月 １日（金） 

３月１１日（月） 

北部会館 

２月２８日（水） 

９時～ 

１６時 

福富 

・ 

豊栄 

地区 

菅川 

税理士 

３月 ５日（火） 

３月 ８日（金） 

３月１２日（火） 

青色申告６５万円控除を受けようとする場合は、申告書・決算書全ての

電子申告が必要となります。そのため、２月２９日（木）までに、商工会

へ申告に必要な書類・申告書・決算書をご提出ください。また、確定申告

書・決算書を商工会で作成依頼される方で３月１日（金）以降に書類をご

持参された方は、通常料金とは別に、別途３，３００円（税込）を頂くこ

ととなります。 

消費税課税事業者の方は、売上及び経費にかかる税率を１０％と８％（軽

減税率）に分けて、判るようにしておいてください。 

インボイス登録により、免税事業者から課税事業者となられた方は、令

和５年１０月から１２月までの期間に対して、消費税が課税されます。 

確定申告書にマイナンバーを記載する際や確定申告書を税務署へ提出す

る際にマイナンバーカード又は個人番号確認書類（個人番号通知書等）と

本人確認書類の提示または提出が必要となりました。つきましては、商工

会を通じて確定申告書の作成・提出される方についても、商工会職員がマ

イナンバー等を取り扱うため、下記①～③の書類提出が必要となります。 

①特定個人情報の取扱いに関する同意書 

②業務委託契約書 

③マイナンバーカード又は個人番号確認書類（個人番号通知書等）と本人

確認書類 

なお、昨年以前に当会へ①～③を提出されている方は、①のみ提出が必
要となります。 
また、今年ｅ－Ｔａｘで電子申告される場合は、①のみ提出が必要で、
マイナンバーカード等の提出は不要です。 

確定申告提出書類（①、②の書類は商工会へ提出） 
① 特定個人情報の
取り扱いに関す
る同意書

② 業務委託契約書 ③ マイナンバーカー
ド（個人番号確認書
類・身元確認書類）

今年度提出書類 
ア．以前に商工会へ上記書類①～③を提出された方の場合

〇 × △※
イ．以前に商工会へ上記書類①～③を提出されていない方の場合

〇 〇 〇 
※ｅ－Ｔａｘで電子申告される場合は提出不要。 

電子帳簿保存法 令和６年１月１日、完全義務化スタート！

電子帳簿保存法は、税法で保存が義務付けられている帳簿書類につい
て、一定の要件を満たした上で電子データを保存すること、取引情報の
保存義務などを定めたものです。対象者は帳簿や書類の保存が義務付け
られている全ての事業者様です。電子データとして保存すべき対象をご
確認の上、ご準備下さい。 

【電子取引書類の例】 
・電子メールで受け取った請求書 ・電子メールに添付して送った請求書 

・インターネットサイトで商品を購入した際に発行した領収書 

・請求書システム経由でやりとりした請求書など 



事事業業継継続続計計画画（（BBCCPP））をを作作りりまませせんんかか？？
企業が自然災害や大火災、感染症等の緊急事態に遭遇した場合において、
事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期
復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続
の為の方法、手段等を取り決めておく計画のことです。

【目的】

① 人の命を守る

企業が緊急事態に遭遇した際に、自社に関連する人の命を守る。

② 事業を継続する

優先すべき中核事業、中核事業における重要業務、被害想定、目標復旧時

間、事前の対策、緊急時の体制等を取り決めて文書化しておくことで事業の

継続や早期の復旧を図ること。

【認定制度】

防災・減災に取り組む事業者がその取組内容（事前対策）を取りまとめた計

画（名称：事業継続力強化計画）を国が認定する制度です。

【認定を受けると活用できる支援策】

・低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援

・防災・減災設備に対する税制措置

・補助金（ものづくり補助金等）の優先採択

・連携を頂ける企業や地方自治体等からの支援措置

【計画に記載する項目の事例】

・ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認方法

・安否確認や避難の実施方法、発生時の初動対応の手順

・人員確保、建物、設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的

事前対策

・訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を確保するため

の取り組み 等々‥
【参考ウェブサイト】
・BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう！

https://kyoujinnka.smrj.go.jp
【お問い合わせ】
広島県央商工会 TEL 082-437-0180

《１月～３月行事予定》 ～１月２５日現在 確定行事分のみ掲載～
２月 ７日（水） 工業建設業部会主催・視察研修

２月 ９日（金） 商業部会主催・事業者交流会

２月１５日（木） 所得税・消費税確定申告受付開始

３月１５日（金） 所得税確定申告書提出期限 

４月 １日（月） 消費税確定申告書提出期限 

マル経融資 金利について

令和６年１月４日現在のマル経融資の金利は 1.20％です。

次回 会報発行予定 ３月下旬 

新 NISA制度 令和６年１月１日スタート！

新 NISA とは、平成２６年に導入されたNISA制度の政策目的の一つ
でもある「家計の安定的な資産形成」を、さらに推し進めていくことを目的

に改正された新制度です。

～新NISAの大きな変更点～
① 「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能

従来の、上場株式や投資信託を購入する「一般 NISA」と、国が定めた基
準を満たした投資信託を購入する「つみたて NISA」が、新 NISAでは、それ
ぞれ「成長投資枠」「つみたて投資枠」に変更され、併用が可能となりました。

② 年間投資枠・非課税保有限度額がアップ

１年間の投資枠が大幅に拡大され、「成長投資枠」が 240万円、「つみたて
投資枠」が 120万円になりました。非課税保有限度額も全体で 1,800万円
（成長投資枠はそのうち 1,200万円）に拡大されました。
③ 非課税保有期間は無期限

売却益や配当分配金を非課税で運用できる非課税保有期間が無期限化さ

れました。

つみたて投資枠 成長投資枠

年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有期間 無期限化 無期限化

非課税保有限度額

1,800万円
（※簿価残高方式で管理枠の再利用が可能）

 成長投資枠 内 1,200万円 
口座開設期間 恒久化 恒久化

投資対象商品

長期積立・分散投資に適し

た一定の投資信託
（旧つみたて NISA対象商品と同
様）

上場株式・投資信託
（①整理・管理銘柄、⓶信託期

間 20年未満、毎月分配型の投
資信託及びデリバティブ取引を

用いた一定の投資信託等を除

外）

対象年齢 18歳以上 18歳以上

旧制度との関係
令和５年末までに旧 NISA制度（一般 NISA,つみたて NISA）
において投資した商品は、新しい制度の外枠で、旧制度におけ

る非課税措置を適用

※旧制度から新しい制度へのロールオーバーは不可

時間外労働の上限規制について 

時間外労働の上限規制については、働き方改革関連法による改正後の労
働基準により法定化され、平成３１年４月１日から施行されています。 

建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師についても、令和６年４月から
「時間外労働の上限規制」が適用されます。 

時間外労働の上限規制とは、残業時間の上限は原則として月４５時間・年３６０
時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守
らなければなりません。 
・時間外労働が年７２０時間以内 
・時間外労働と休日労働の合計が月１００時間未満 
・時間外労働と休日労働の合計について、２～６ヶ月平均８０時間以内 
・時間外労働が月４５時間を超えることができるのは、年６回が限度 

特別条項の有無に関わらず、１年を通して常に、時間外労働と休日労働の合
計は、月１００時間未満、２～６ヶ月平均８０時間以内にしなければなりません。 
※例えば時間外労働が４５時間以内に収まって特別条項にならない場合であ
っても、時間外労働＝４４時間、休日労働５６時間、のように合計が１００時間以
上になると法律違反となります。 

令和５年分以降 青色申告決算書様式 主な変更点 

令和５年分以降、青色申告決算書（一般用）では、３ページ目に「売上（収

入）金額の明細」と「仕入金額の明細」を記入する欄が設けられました。

  「売上（収入）金額の明細」欄の記載事項は、売上先名、所在地、インボイ

ス登録番号または法人番号、１年間で得た売上金額、となっており、４社分記

載できます。また、記載した先以外の売上金額を上記以外の売上先の計欄

に記載します。「仕入金額の明細」についても、同じように仕入先の情報や仕

入金額を記入します。

白色申告者が提出する収支内訳書については、売上（収入）金額と仕入金

額のうち、軽減税率の対象になるものを記入する欄が設けられています。

☞個人事業の方は、売上もしくは仕入について、主な取引先の１年間の合計

金額が分かる様にご準備をよろしくお願いいたします。

併用可


